
障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の機会・
場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫

により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。

体験の機会・場

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

多機能拠点整備型 面的整備型

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター 等

専門性
地域の体制づくり

障害福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター

短期入所

相談支援事業所

日中活動サービス
事業所

地域の体制づくり

専門性

コーディネーター

10

地域生活支援拠点等の整備について
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Ⅱ 基本的な考え方

障害者総合支援法の施行後３年間の施行状況を踏まえ、今回の見直しの基本的な考え方

について、「１．新たな地域生活の展開」、「２．障害者のニーズに対するよりきめ細かな対

応」、「３．質の高いサービスを持続的に利用できる環境整備」の３つの柱に整理した。

１．新たな地域生活の展開

（１）本人が望む地域生活の実現

○ 地域での暮らしが可能な障害者が安心して地域生活を開始・継続できるよう、地域

生活を支援する拠点の整備を進めるとともに、本人の意思を尊重した地域生活を支援

するための方策や重度障害者に対応したグループホームの位置付け等について、対応

を行う必要がある。

○ 障害者の意思が適切に反映された地域生活を実現するため、障害福祉サービスの提

供に関わる主体等が、障害者の意思決定の重要性を認識した上で必要な対応を実施で

きるよう、意思決定支援に取り組むとともに、成年後見制度の適切な利用を促進する

必要がある。

（２）常時介護を必要とする者等への対応

○ 地域生活を送る上で特に手厚い介護等が必要な障害者に対し、利用者のニーズに応

じた柔軟な支援を行っていくため、入院中の重度障害者への対応や国庫負担基準につ

いての小規模な市町村への配慮などについて、対応を行う必要がある。

（３）障害者の社会参加の促進

○ 障害者の社会参加を促進するため、通勤・通学等に関する移動支援について、関係

省庁・関係施策と連携した取組を総合的に進めた上で、障害福祉サービスにおいて通

勤・通学に関する訓練の実施や入院中の移動支援の利用について対応を行う必要があ

る。

○ 就労移行支援や就労継続支援について、工賃・賃金向上や一般就労への移行促進に

向けた取組を一層進めるとともに、一般就労に移行した障害者が職場に定着できるよ

う、就労定着に向けた支援を強化する必要がある。
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２．障害者のニーズに対するよりきめ細かな対応

（１）障害児に対する専門的で多様な支援

○ ライフステージに応じた切れ目の無い支援と保健、医療、福祉、保育、教育、就労

支援等と連携した地域支援体制の構築を図る観点から、個々の障害児やその家族の状

況・ニーズに応じて、気づきの段階からきめ細かく対応する必要がある。

○ 乳児院や児童養護施設等に入所している障害児や重度の障害等のために外出が困

難な障害児に発達支援を提供できるよう必要な対応を行うとともに、医療的ケア児に

必要な支援を提供するため、障害児に関する制度の中で明確に位置付けるなどの対応

を行う必要がある。

○ 放課後等デイサービスなどの障害児通所支援の質の向上と支援内容の適正化を図

るとともに、障害児支援に関するサービスを計画的に確保する取組を進める必要があ

る。

（２）高齢の障害者の円滑なサービス利用

○ 障害者が介護保険サービスを利用する場合も、必要なサービスが円滑に提供できる

よう、障害福祉制度と介護保険制度との連携や、相談支援専門員と介護支援専門員と

の連携などの取組を推進する必要がある。

○ 障害者の高齢化に伴う心身機能の低下等に対応できるよう、人材育成や重度障害者

に対応したグループホームの位置付けなど、必要な対応を行うとともに、「親亡き後」

への準備を支援する取組を進める必要がある。

（３）精神障害者の地域生活の支援

○ 精神障害者の地域移行や地域定着の推進に向けて、医療と福祉等の様々な関係者が

情報共有や連携を行う体制を構築するとともに、都道府県・保健所・市町村等の重層

的な役割分担・協働を進める必要がある。

○ 地域移行や地域生活の支援に有効なピアサポートを担う人材等の育成・活用を進め

るとともに、地域生活を支援する観点等から医療と福祉との連携を強化する必要があ

る。

（４）地域特性や利用者ニーズに応じた意思疎通支援

○ 意思形成や意思伝達に必要な意思疎通の支援について、障害種別ごとの特性やニー

ズに配慮したきめ細かな対応や計画的な人材養成等を進める必要がある。
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３．質の高いサービスを持続的に利用できる環境整備

（１）利用者の意向を反映した支給決定の促進

○ 公平性や透明性を確保しつつ、利用者の意向が反映された適切な支給決定が行われ

るよう、相談支援専門員や市町村職員の資質の向上等に向けた取組や障害支援区分に

係る制度の趣旨・運用等の徹底を図る必要がある。

（２）持続可能で質の高いサービスの実現

○ 障害福祉サービスの質の確保・向上に向けて、サービス事業所の情報を公表する仕

組み、自治体が実施する事業所等への指導事務の効率化や審査機能の強化など、必要

な取組を推進するとともに、障害者に対して必要な支援を確実に保障するため、サー

ビス提供を可能な限り効率的なものとすること等により、財源を確保しつつ、制度を

持続可能なものとしていく必要がある。
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Ⅲ 各論点について

１．常時介護を要する障害者等に対する支援について

(1) 現状・課題

（「常時介護」を要する障害者等に対する支援の現状）

○ 障害者総合支援法においては、障害者等が本人の意思に基づき地域生活を送ること

ができるよう、個々の障害者等の状態像やニーズに対応した障害福祉サービスを提供

しており、特に手厚い介護等が必要な障害者等を「常時介護を要する者」とし、重度

訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護及び重度障害者等包括支援を提供している。

（地域生活・地域移行の支援に関する課題）

○ 障害者等の地域生活・地域移行の支援をより一層推進する観点から、「常時介護を

要する者」に対するサービスに関する課題（重度障害者等包括支援の利用が低調であ

ること、重度障害者が入院した時に必要な支援が受けられない場合があること等）へ

の対応に加えて、地域生活・地域移行の受け皿の整備や、「定期的又は随時」の「生

活支援」を必要とする障害者等を支える仕組みの構築が求められている。

○ 障害者の地域生活・地域移行の「受け皿」として重要なグループホームについては、

全国で整備が進められ、平成 27 年４月時点で約 10 万人が利用している。平成 29 年

度のサービス見込量は約 12 万人であり、必要な者が利用できるよう、サービス量を

確保していく必要がある。また、重度の障害者が適切な支援を受けながらグループホ

ームで生活している事例もあり、利用者の重度化・高齢化への対応を進めていく必要

がある。

○ 入院中の精神障害者に対して退院後の住みたい場所について質問したところ、24％

が一人暮らし、８％がグループホームと回答しており、希望退院先としてグループホ

ームだけでなく自宅や民間賃貸住宅での「一人暮らし」を希望する障害者も多い。一

方で、グループホームには、区分なし、区分１・２の者も多く入居している。こうし

た中、「地域移行＝グループホーム」との考え方に疑問を呈する指摘や、「一人暮らし」

に向けた支援を検討すべきとの指摘がある。

また、障害者等の居住支援については、一般社団法人高齢者住宅財団が実施する家

賃債務保証制度があるものの、実施状況には地域差が見られるのが現状である。

○ 障害福祉サービスの需要が伸びている中で、例えば、短期入所、生活介護、居宅介

護（家事援助）等についても、サービスを必要とする障害者等に支援を行き届かせる

観点から、支援の必要性に応じた給付の在り方の見直し等を検討すべきとの指摘があ

る。例えば、居宅介護については、実質的に相談目的で利用されている事例があると
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の指摘もある。また、障害福祉サービスと併せて、ボランティア等も含めたインフォ

ーマルサービスの活用を進めることや、社会の構成員として当事者自身が支え手とな

ることも重要との指摘がある。

（人材の資質向上）

○ 訪問系サービスのサービス提供責任者については、実務経験３年以上の旧２級ヘル

パーでも可能とする取扱いが平成 18 年以降続いているなど、人材の資質向上に向け

た課題がある。また、重度障害者の支援には実地研修が重要との指摘がある一方で、

実地研修を評価する特定事業所加算の取得率が低調な状況である。

（「パーソナルアシスタンス」について）

○ 障害者の地域生活を支える仕組みとして、「パーソナルアシスタンス」の制度化を

望む声もある一方、サービスの質の確保、ダイレクトペイメント、財政面等に関する

課題も多いのではないかとの指摘がある。その目指すところは、利用者本人のニーズ

に応じた柔軟な支援を可能とすべきとの趣旨ではないかと考えられる。

(2) 今後の取組

（基本的な考え方）

○ 「常時介護を要する者」だけでなく、「日常的」に「支援」を要する者なども含め、

地域生活・地域移行をきめ細かく展開するため、限られた財源の中で支援が必要な者

にサービスが行き渡るように留意しつつ、以下のような取組を進めるべきである。

（重度障害者を対象としたサービス）

○ 利用者のニーズに応じた柔軟な支援を行っていくために、常時介護を要する障害者

等を対象としたサービスについて、地域生活をさらに支援する観点から見直しを行う

べきである。

具体的には、重度障害者等包括支援について、地域で家族と生活する重症心身障害

児者等のニーズに合わせて活用しやすいものとすべきである。また、重度障害者の地

域生活を支えている重度訪問介護を利用している者について、医療保険の給付範囲や

医事法制との関係を整理しつつ、入院中も医療機関で重度訪問介護により、一定の支

援を受けられるように見直しを行うべきである。あわせて、意思疎通支援事業が入院

中においても引き続き適切に利用されるよう、周知を図るべきである。

（地域生活を支援する拠点）

○ 「常時介護を要する者」であるか否かにかかわらず、地域での暮らしが可能な障害

者等が安心して地域生活を開始・継続できるよう、平成 27 年度に実施している地域

生活支援拠点に関するモデル事業の成果も踏まえつつ、地域で生活する障害者等に対

し、地域生活を支援する拠点の整備を推進すべきである。その際、グループホームに

おける重度者への対応の強化、地域生活を支援する新たなサービスとの連携、医療と



8

の連携、短期入所による緊急時対応等を総合的に進めることにより、グループホーム、

障害者支援施設、基幹相談支援センター等を中心とする拠点の機能の強化を図る必要

がある。

（地域生活を支援するサービス等）

○ グループホームから一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者など

について、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、障害者の一人暮らしを支

える仕組みを構築し、安心して一人暮らしへの移行ができるよう、障害者の日常生活

を適切に支援できる者による定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、

生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスを新たに位

置付けるべきである。その際、当該サービスの内容を踏まえつつ、他のサービスの利

用の在り方についても整理を行うべきである。

あわせて、障害者の地域移行の受け皿となるグループホームについて、重度障害者

に対応することができる体制を備えた支援等を提供するサービスを位置付け、適切に

評価を行うべきである。また、障害者の状態とニーズを踏まえて必要な者にサービス

が行き渡るよう、利用対象者を見直すべきであり、その際には、現に入居している者

に配慮するとともに、障害者の地域移行を進める上でグループホームが果たしてきた

役割や障害者の状態・ニーズ・障害特性等を踏まえつつ詳細について検討する必要が

ある。

○ 障害者の居住支援の観点から家賃債務保証制度の活用が進むよう、当該制度につい

て、積極的に周知を行うべきである。

（人材の資質向上）

○ 支援する人材の資質向上を図るため、サービスの従業者資格を引き上げるとともに、

熟練した従業者による実地研修の実施を促進すべきである。


